
幕
末
期
萩
藩

に
お
け
る
給
領
取
立
農
兵

ー

寄
組
浦
家
を
事
例
と
し
て
i

上

田

純

子

幕末期萩藩における給領取立農兵

は
　

じ
　

め
　

に

　
　
　
　
　
　

　

　
幕
末
の
長
州
藩
で
は
、
対
外
的
危
機
意
識
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
藩
軍
事
力
の

洋
式
銃
隊
化
が
推
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
奇
兵
隊
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
諸

隊
や
農
町
兵
の
取
り
立
て
が
行
わ
れ
、
擁
夷
に
備
え
た
沿
岸
警
衛
の
整
備
、
殊
に

禁
門
の
変
後
に
は
、
征
長
軍
の
進
入
に
備
え
る
国
土
防
衛
戦
争

へ
の
準
備
が
、
総

動
員
体
制

の
下
に
進
行
す
る
。　
こ

の
う

ち
、　
い
わ
ゆ
る
諸
隊
軍
事
力
に
つ
い
て

は
、
討
幕
派
軍
隊
の
形
成
と
そ
の
特
質

の
解
明
と
い
う
研
究
視
角
に
基
づ
く
膨
大

　
　
　
　
　
　
　

　

な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
支
藩
や
家
臣
団
諸
家
の
軍
事
力
、
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

が
組
織
し
た
農
兵
隊
等
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。

な
か
で
も
、
高
禄
家
臣
団
諸
家
の
軍
事
力
は
、
戊
辰
戦
争
期
に
も
諸
隊
と
共
に
長

州
藩
軍
事
力

の
中
核
を
な
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
偏
在
は
、
熊
沢
徹
氏
が
幕
府
軍
制
改
革
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

事
例
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
極
め
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
封
建
的
軍

　
　
　
　

　

事
力

の
改
革
を
議
論
す
る
こ
と
な
く
、

奇
兵
隊
に
代
表
さ
れ
る
諸
隊
を
、
近
世
の

身
分
制
に
依
拠
し
た
軍
事
力
に
代
わ
る
新
し
い
軍
事
力
と
し
て
、
長
州
藩
軍
事
力

の
中
核
に
位
置
付
け
る
見
解
を
通
説
と

し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

　
本
稿
で
は
、
長
州
藩
に
お
け
る
こ
の
封
建
的
軍
事
力
の
改
革
を
議
論
す
る

一
素

材
と
し
て
、
高
禄
家
臣
諸
家
に
よ
る
百
姓
身
分
　
　
農
兵
の
動
員
と
い
う
問
題
を

取
り
上
げ
る
。
長
州
藩
の
農
兵
隊
は
、
諸
郡
代
官
所
が
管
轄
下
の
蔵
入
地
取
立
農

兵
を
編
成
し
た
郷
勇
隊
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
家
臣
団
諸
家
が
給
領
か
ら
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　　

り
立
て
た
農
兵
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
萩
藩
寄
組
浦
家
を
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

例
と
し
て
、
こ
の
給
領
取
立
農
兵
の
、
家
臣
団
諸
家
軍
事
力
に
お
け
る
役
割
と
身

分
規
定
に
つ
い
て
、
時
期
を
追

っ
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

こ
の
問
題
に
関
わ

っ
て
、
久
留
島
浩
氏
の

「近
世
の
軍
役
と
百
姓
」
を
挙
げ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
久
留
島
氏
は
、
幕
末
期
の
農
兵
に
つ
い
て
、
郷
土
防
衛
に
限

定
さ
れ
た
百
姓
と
し
て
の
農
兵
と
、
幕
藩
領
主
が

「士
」
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る

武
家
奉
公
人

へ
の
身
分
変
更
と
い
う
手
順
を
経
て
組
織
す
る
、
あ
る
い
は

「
士
」

と
い
う
自
己
認
識
に
基
づ
く
豪
農
層

(草
葬
層
)
が
自
ら
組
織
す
る
農
兵
と
に
分

け
て
整
理
し
、
こ
れ
を
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
身
分
と
役
と
の
関
係
の
歴
史
的
性

格
と
し
て
論
じ
た
。
本
稿
も
こ
の
久
留
島
氏
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

し
か
し
、
特
に
禁
門
の
変
以
降

の
長
州
藩
は
、
国
土
防
衛
戦
争
の
非
常
事
態
に
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
兵
と
農
の
身
分
規
定
が
如
何
な
る
状
態
で
あ

っ
た
の

か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
身
分
制
に
基
づ
き
編

成

さ
れ

た
封
建
的
軍
事
力

の
変
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窓史

質

・
解
体
過
程
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
浦
家
の
動
向
を
知

る
史
料
と
し
て
、
幕
末
期
の
当
主
で
あ
る

靱
負
元
裏
の
日
記
-

以
下

「浦
日
識
」
を
使
用
す
る
。
全
六
二
冊
の
う
ち
、
安

政
四
年

(
一
八
五
七
年
)
か
ら
明
治
元
年

(
一
八
六
八
年
)
ま
で
の

一
二
年
間

一

八
冊
分
に
つ
い
て
、
今
回
分
析
の
対
象
と
し
た
。

一　

浦
家
の
給
領
取
立
農
兵

①

浦
家
の
農
兵
取
立

　
浦
家

の
農
兵
取
立
に
つ
い
て
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
し
た

「浦
日
記
」
の
最

も
早
い
記
載
は
、
文
久
元
年

(
一
八
六

一
)

一
月

一
六
日
条
に
お
け
る
、
安
政
六

年

(
一
八
五
九
)
の

「神
明
祭
式
書
付
」
で
あ
る
。
神
明
祭
は
、
浦
家
給
領
の
中

心
で
あ
る
上
関
宰
判
伊
保
庄
阿
月
で
毎
年
小
正
月
に
行
わ
れ
る
祭
礼
で
あ
り
、
浦

茂
の
祖
先
で
あ
る
乃
美
宗
勝

の
武
勲
を
称
え
る
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
、
東
西
二

組
に
分
か
れ
て
各
々
神
明
と
称
す
る
大
鉾
を
競
い
立
て
、
こ
れ
を
燃
し
て
災
厄
を

払
う
。
同
書
付
に
は

「
去
年
之
通
り
神
明
起
、
手
頭

・
農
兵
弐
拾
五
人
宛
、
此
手

頭
弐
人
宛
之
事
」
と
あ
り
、
安
政
五
年

(
一
八
五
八
)
よ
り
神
明
を
起
す
の
に
、

東
西
二
組
の
手
頭
以
下
農
兵
が
、
祭
式

の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
と
判
明
す
る
。
こ

こ
か
ら
、
浦
家
で
は
安
政
五
年
以
前
よ
り
、
給
領
で
の
農
兵
取
立
を
行

っ
て
い
た

と
確
認
出
来
る
。
靱
負
は
同
五
年
夏

の
藩
政
改
革
過
程
で
藩
政
董
革
要
項
が
諮
問

さ
れ
た
際
、　

「
御
両
国
御
手
広
之
海
岸
急
変
之
節
、
防
禦
方
之
儀
、
在
住
之
諸
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

而
已
に
而
者
難
行
届
に
付
、
農
兵
御
引
立
置
肝
要
」
と
の
意
見

を
提
出

し

て
お

り
、
そ
の
給
領
で
の
農
兵
取
立
も
、
主

に
瀬
戸
内
に
面
し
た
給
領
の
海
防
を
目
的

と
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
文
久

二
年

(
一
八
六
二
)
三
月
二
六
日
条
に
は
、

こ
の
農
兵
の
う
ち
、
老
衰

・

差
悶

・
病
気
に
よ
り
断
り
を
申
し
出
た
者
の
入
替
の
記
事
と
共
に
、
農
兵
側
か
ら

の
願
い
出
と
そ
の
裁
定
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
次
に
そ
れ
を
見
て
み
ょ
う
。

　
　
阿
月
東
西
農
兵
共
♂
、
非
常
之
節
者

ハ
帯
刀
御
免

二
而
候
処
、
常
々
差
付
不

　
　
申
而
者
何
か
之
時
腰
重
ク
、
或

ハ
引
付
杯

い
た
し
候
而

ハ
、
其
詮
無
之
儀

二

　
　
御
座
候
問
、
常
々
一
刀
丈
相
帯
候
義
被
差
免
候
様
、
将
又
常

々
足
役
御
免
被

　
　
仰
付
候
様
、
両
条
願
出
候
、
右

二
付
、
於
下
致
詮
義
候
処
、

一
刀
丈
之
儀

ハ

　
　
御
免
相
成
候
而
も
可
然
、
足
役
御
免
之
義
者
、
多
人
数
故
惣
之
及
迷
惑
義

二

　
　
候
間
、
出
張
之
日
限

二
応
し
、

一
ケ
年
成
共
ニ
ケ
年

・
三
ケ
年
成
共
、
又
功

　
　
有
之
節

ハ
終
身
成
共
、
其
時

二
応
し
詮
議
被
仰
付
候
而

ハ
如
何
可
有
之
哉
之

　
　
段
、
敦
之
助
窺
候
間
、
其
通
り

二
而
悪
か
る
ま
し
く
段
、
相
答
候
事

　
こ
の
願
い
出
以
前
か
ら
、
農
兵
に
は
非
常
有
事

の
際

の
帯
刀
が
免
じ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
戦
闘
員
と
し
て
武
器
の
携
行

が

許
可

さ
れ
た
も
の
と
理
解
出
来

る
。
し
か
し
日
頃
の
帯
刀
は
許
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
で
農
兵
側
は
、
日
頃
か

ら
の
一
刀
帯
刀
と
い
う
特
権
の
免
許
と
、
公
用
交
通
に
関
す
る
人
馬
出
勤
や
諸
普

請

へ
の
出
人
足
な
ど
、
百
姓
夫
役
の
一
つ
で
あ
る
足
役
の
免
除
の
二
点
を
願
い
出

る
。

こ
の
願
い
出
に
対
し
浦
家
で
は
、

一
刀
帯
刀
は
許
可
す
る
が
、
農
兵
全
員
の

足
役
免
許
は
、
惣
す
な
わ
ち
給
領
全
体
の
迷
惑
に
な
る
と

し

て
却
下
、
出
張
日

数

・
勤
功
に
よ

っ
て
そ
の
都
度
詮
議
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
浦
家
は
、
農

兵
を
あ
く
ま
で
も
百
姓
身
分
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
に
帯
刀
や
勤
功
に
ょ
る
足
役

免
除
等

の
諸
特
権
の
付
与
を
提
示
す
る
こ
と
に
ょ

っ
て
、
そ
の
献
身
を
得
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
兵
側
に
と

っ
て
も
そ
れ
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
地
位

向
上

・
身
分
的
特
権
獲
得
の
回
路
で
あ
り
、
農
兵
を
務
め
る
百
姓
の
な
か
に
は
、

農
兵
と
し
て
の
務
め
の
ほ
か
に
、
献
金
等
浦
家
に
対
し
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
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末期萩藩における給領取立農兵

う
者
も
見
受
け
ら
れ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
文
久
三
年

(
一
八
六
三
)
春
ま

で
農
兵
を
務
め
た
為
蔵
に
対
す
る
、
浦
家
か
ら
の
賞
美
の
文
言
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
　
　
蔵

　
　
右
先
年
農
兵
御
撰
取
被
仰
付
、
ホ
来
堅
固
之
覚
悟
罷
居
候
処
、
御
繰
合
を
以

　
　
当
春
農
兵
被
差
除
、
伜
嘉
吉
江
後
役
被
仰
付
候
処
、
是
亦
其
覚
悟
堅
固
之
者

　
　

二
候
、
将
亦
為
御
武
備
昨
年
金
千
両
御
頼
母
子
御
取
建

二
付
、
加
入
被
仰
付

　
　
候
処
、
速

二
遂
其
節
、
且
今
般

　
　
御
出
張
之
節
、
伜
嘉
吉
義
御
供
被
仰
付

　
　
候
段
沙
汰
相
成
候
処
、
速

二
御
請
申
上
、
実

二
神
妙
之
者

二
候
、
就
而
、
方

　
　
今
御
時
勢

二
付
、
報
国
之
志
を
以
際
々
余
分
遂
献
金
候

二
付
、
今
般
御
武
備

　
　
用
之
内
江
被
相
加
、
屹
与
御
用

二
相
立
候
穿
、
厚
志
之
程
達
　
　
上
聞
、
神

　
　
妙
之
至
候
、
依
之
格
別
之
御
詮
議
を
以
、
足
役
被
差
除
、
証
人
百
姓

二
被
仰

　
　
付
、
御
上
下
被
差
下
、
明
暮
井

二
有
廉
節
御
勤
被
差
免
候
条
、
此
段
可
有
沙

　
　

(朱
)
少
々
詮
議
相
替
、
永
代
苗
字
被
差
免
、
明
暮
井
二
有
廉
節
御
勤
且
上
下
着
用
被

　
　
　
　
　
　

　

　
　
汰
候
、
以
上
　
差
免
候
条
此
段
i

　

こ
の
賞
美
は
、
同
年
九
月
、
浦
家
嫡
子
滋
之
助
親
教
が
御
上
京
御
供
を
命
じ
ら

れ
た
こ
と
を
受
け
、
阿
月
知
行
所
内
の
庄
屋
等
四
人
が
献
金
を
願

っ
た
こ
と
に
ょ

ゆる
。
引
用
中

で
賞
美
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

一
つ
は
為
蔵
本
人
お
よ
び
そ

の
伜
嘉
吉

の
、
農
兵
と
し
て
の
心
構
え

で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
文
久
二
年
武
備
充

実

の
た
め
組
ま
れ
た
頼
母
子

へ
の
加
入
や
、
武
備
用
に
供
す
る
た
め
の
四
〇
両
の

献
金
等
、
浦
家
に
対
す
る
出
金
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
功
績
に
よ
り
、
為
蔵
は
、
足
役

の
免
除
や
証
人
百
姓
の
地
位
、
苗
字

・
上
下
着
用
等
の
特
権
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
賞
美
を
受
け
た

一
人
に
、
農
兵
手
頭
を
務
め
る
禎
蔵
も
い
る
。
禎
蔵
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

滋
之
助

出
張
供
の
命
を
蒙

っ
た
こ
と
に
対
し

「乍
不
肖
拗
身
命
御
奉
公
申
上
度
」

と
の
請
書
を
提
出
し
、
武
備
用
と
し
て

二
十
両
を
献
金
し
た
こ
と
、
ま
た
万
延
元

年
浦
氏
の
知
行
所
引
越
し
に
際
し
て
も
、
畳
表
数
枚
を
献
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
永

代
苗
字
が
免
許
さ
れ
て
い
る
。
浦
家
の
給
領
取
立
農
兵
に
は
、
こ
の
よ
う
に
富
裕

な
上
層
農
か
ら
輩
出
さ
れ
た
者
が
確
認
さ
れ
る
の

で
あ

り
、

ま

た
前
掲
引
用
で

は
、
為
蔵
が
農
兵
を
辞
め
た
後
役
を
そ
の
伜
が
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、

こ

の
農
兵
が
、
給
領
百
姓
に
対
し
均
等
に
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
階

層
に
よ

っ
て
担
わ
れ
、し
継
承
さ
れ
る
と
い
う

一
面
の
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
彼

ら
は
農
兵
と
し
て
、
ま
た
献
金
を
通
じ
て
浦
家
に
奉
仕
し
、
そ
れ
に
ょ

っ
て
地
域

社
会
に
お
け
る
地
位
の
向
上
や
諸
特
権
を
獲
得
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

　

三
宅
紹
宣
氏
は
、
藩
庁

の
、
豪
農
層
の
取
り
込
み
に
よ
る
政
策
強
化
と
、
豪
農

層
の
、
藩
庁
に
よ
る
特
権
付
与
を
期
待
し
て
の
接
近
、
と
い
う
両
者
の
共
生
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

が
、
近
世
中

・
後
期
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
給
主
と
給
領
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

層
農
と
の
間
に
も
、
同
様

の
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
幕
末

の

浦
家
給
領
農
民
に
よ
る
農
兵
取
立

へ
の
応
徴
は
、
情
報
ネ

ッ
ト
ワ
:
ク
の
拡
大
に

よ
る
政
治
情
報
の
拡
散
と
、
そ
れ
に
伴
う
対
外
的
危
機
意
識
の
浸
透
と
い
う
幕
末

　
　
　
　
　
　

　

の
政
治
社
会
状
況
を
反
映
す
る

一
方
で
、
そ
こ
に
幕
藩
領
主
か
ら
の
身
分
的
特
権

の
獲
得
と
い
う
動
機
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
。

②

農
兵
の
地
位
と
自
己
認
識

　
次
に
、
浦
家
給
領
に
お
け
る
農
兵
の
地
位
と
そ
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
、
農
兵

が
百
姓
と
と
も
に
動
員
さ
れ
て
い
る
事
例
の
な
か
か
ら
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て

み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

「
浦
日
記
」
に
は
、
浦
家
が
給
領
か
ら
夫
役
を
徴
発
し
使
役
す
る
記
事
が
散
見

す
る
が
、
そ
れ
は
、
水
害
に
よ
る
給
領
内
用
水
破
損
個
所

の
普
請
、レ
浦
氏
居
宅
等

の
普
請

・
修
復

の
ほ
か
、
外
国
船
の
襲
来
に
備
え
た
菊
ケ
浜
土
塁
の
築
造
や
、
藩

271



窓史

主
の
山
口
移
鎮
に
伴
う
御
屋
形
地
開
作

の
加
勢
夫
等

の
労
役
に
従
事
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
な
か
か
ら
、
農
兵
の
労
役
と
百
姓
夫
役
が
同
時
に
徴
発
さ
れ
た
こ

と
が
確
認
出
来
る
、
菊
ケ
浜
土
塁
築
造

の
加
勢
夫
に
つ
い
て
見
て
み
ょ
う
。

　
菊
ケ
浜
は
日
本
海
に
面
す
る
萩
の
前
庭
で
あ
り
、
そ
こ
へ
の
土
塁
築
造
は
、
文

久
三
年
五
月
以
降
援
夷
を
決
行
す
る
萩
藩
に
と

っ
て
、
萩
城
お
よ
び
そ
の
城
下
町

守
衛
の
一
環
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
。
当
時
藩
主
は
既
に
山
ロ
へ
移
り
、
そ

れ
に
伴

っ
て
藩
政
運
営
上
の
諸
機
能
も
漸
時
山
口
に
移
さ
れ
て
は
い
た
が
、
依
然

萩
に
は
領
国
内
金
融
セ
ン
タ
ー
を
は
じ

め
城
下
町
と
し
て
の
諸
機
能
が
残
存
し
て

お
り
、
萩
守
衛
設
備
の
充
実
も
ま
た
、
山
口
関
門
の
造
営

・
下
関
砲
台

の
起
工
と

並
ぶ
軍
事
上

の
重
要
課
題
で
あ

っ
た
。
藩
は
こ
の
造
営
事
業
を
萩
近
郊
士
民
か
ら

の
貢
献
に
よ

っ
て
賄
う
べ
く
、
在
萩
諸
士
中
に
も
、
六
月

一
五
日
、　

「撰
夷
之
御

策
略
に
付
、
御
城
下
之
御
固
筋
不
容
易
御
造
作
之
儀
に
付
、
在
萩
の
諸
士
中
末
々

迄
、
心
持
次
第
、
人
役
は
勿
論
、
何
に
依
ら
ず
御
入
用
之
品
勝
手
に
差
上
候
様
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

被
仰
付
」
れ
る
こ
と
が
触
れ
出
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
浦
家
で
は
木
谷
良
蔵

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

矢
野
範
輔
が
差
配
の
た
め
出
萩
し
、　

「
嘉
万
村
農
兵
地
下
人
相
交

へ
四
拾
人
斗
」

を
動
員
し
て
、
七
月
八
日
か
ら

一
〇
日
ま
で
の
三
日
間
、
土
塁
築
造
の
加
勢
を
行

っ
て
い
る
。
七
月
二
九
日
条
は
、
そ
の

「御
加
勢
面
着
」
と
し
て
出
役
者
の
書
上

を
載
せ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
浦
家

は
、
士
分

・
奉
公
人
併
せ
て
四
人
、
嘉
万

村
夫
四

一
人
宛
が
、
三
日
で
延
べ

一
三
五
人
の
加
勢
を
行

っ
て
い
る
。
そ
の
嘉
万

村
か
ら
の
出
役
者
を
記
し
た
部
分
を
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘉
万
村
庄
屋

刀

祢

三
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
伜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
兵
　
　
　
同
　
　
安
　
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人
下
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
　
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畔
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
右
衛
門

　

同
人
伜

農
兵

　
　

虎

蔵

　

重
蔵
伜

農
兵

　

　
刀

祢

豊

三

郎

　

同
人
下
人

　

　

幸

吉

農
兵

　

　
市

蔵

農
兵

　
　

林

蔵

同

　

　

平

八

　

　

(外
四
人
略
)

　

　

政

吉

　

　

善

蔵

　

　

仁

吉

　

　

(
外
二
四
人
略
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
四
拾
壱
人

　
嘉
万
村
か
ら
の
出
役
人
数

の
内
訳
は
、
夫
の
引
率
に
当
る
給
庄
屋

・
畔
頭

の
村

役
人
が
各

一
人
宛
と
、

農
兵

一
〇
人
、

内

二
人
は
各

一
人
宛
下
人
を
従
え
て
い

る
。
そ
し
て
百
姓
中

二
七
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
筆
順
は
、
庄
屋
と
同
伜
、
畔
頭

と
同
伜
、
農
兵
お
よ
び
そ
の
下
人
、
百
姓
と
続
い
て
お
り
、
農
兵
は
百
姓
中
の
上

席
に
置
か
れ
、
村
役
人
に
次
ぐ
待
遇
を
受
け
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
嘉
万
村
給
領

の
詳
し
い
階
層
構
成
は
今

の
と

こ
ろ
不
明
だ
が
、
同
年

一
一
月
九
日
条
に
は

「嘉

万
村
領
分
庄
屋
、
刀
祢
重
蔵
年
番

二
申
付
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
刀
祢

三
郎
兵
衛
家
と
刀
祢
重
蔵
家
が
輪
番
で
給
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
こ
の
両
刀
祢
家
の
安
蔵
と
豊
三
郎
は
、
各
々
下
人
を
従
え
て
加
勢
に
加
わ

っ
て

い
る
。
同
じ
家
の
な
か
に
あ

っ
て
も
、
庄
屋
は
下
人
を
伴
わ
な
い
こ
と
か
ら
、

こ

れ
は
兵
と
し
て
の
自
己
認
識
、
す
な
わ
ち
、
武
士
は
従
者
を
召
し
連
れ
、
戦
場
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

は
武
士
と
従
者
と
が

一
つ
の
戦
闘

ユ
ニ
ッ
ト
を
構
成
す
る
と
い
う
、
兵
の
観
念
に

物



幕末期萩藩における給領取立農兵

根
ざ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
畔
頭
伜
虎
蔵
を
は
じ
め
、
他
の
農
兵

は
下
人
を
連
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
れ
は
、
あ
る
い
は
苗
字
を
免
許
さ
れ
た

両
刀
祢
家

の
、
武
士
身
分
意
識
に
裏
打

ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
こ
こ
か
ら
は
、
農
兵
の
な

か
に
、
給
領
内
の
階
層
や
地
位
に
相
応
す

る
序
列

の
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
出
来

よ
う
。

　
さ
て
、

こ
れ
ら
嘉
万
村
出
役
人
数
は
、
萩
の
浦
家
屋
敷
に
滞
在
し
て
労
役
に
従

事
し
た
が
、

七
月

二

一
日
、

刀
祢
三
郎
兵
衛

・
久
右
衛
門

・
刀
祢
重
蔵
の
三
人

が
、
そ
の
間

の
飯
米
と
し
て
、

二
斗
宛
計
六
斗
の
馳
走
米
の
供
出
を
申
し
出
て
い

　
る
。

こ
の
飯
米
供
出
や
、
各
々
伜
の
農
兵

へ
の
応
徴
は
、
前
節
で
見
た
給
領
上
層

農
と
給
主
と

の
、
共
生
関
係
の
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

二
　
給
領
取
立
農
兵
の
動
員

①

文
久

・
元
治
期

　
次
に
、
軍
事
行
動

へ
の
動
員
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
こ
の
給
領
取
立
農
兵
が

浦
家
軍
事
力

の
な
か
で
ど

の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
、
時
期
を
区
切

っ
て
見
て
み

よ
う
。
本
稿
が
扱
う
時
期

の
浦
家
に
お
け
る
農
兵
動
員
に
は
、
ま
ず
文
久
二
年
四

月
、
靱
負
の
京
摂
派
遣
が
あ
る
。

こ
れ

は
、
外
国
船
の
入
港
に
備
え
る
兵
庫
御
備

場

へ
の
兵
力
増
強

の
一
部
で
あ
る
と
同
時
に
、
島
津
久
光
の
率
兵
上
京
に
ょ
り
緊

張
す
る
京
都
政
局

へ
の
対
応
と
、
御
備
場

・
在
坂

・
在
京
諸
士
の
指
揮
役
を
望
ま

れ
て
の
派
遣
で
あ
り
、
浦
家
に
と

っ
て
は
、
幕
末
期
に
課
せ
ら
れ
た
藩
域
外

へ
の

最
初
の
軍
役
動
員
で
も
あ
る
。
靱
負
は
見
習
と
し
て
嫡
子
滋
之
助
を
伴

い
、
四
月

六
日
阿
月
を
発
て

一
四
日
西
宮
に
着
、

そ
こ
で
御
備
場
役
人
よ
り
在
京
稽
古
人
数

の
指
揮
を
依
頼
さ
れ
、

二
一
日
京
都
藩

邸
に
入
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

　

こ
の
出
張
に
浦
家
が
動
員
し
た
人
数
は
、
陪
臣
大
番
通
り
以
上
三
六
人
、

一
己

通
り
六
人
、
中
間
以
下
の
奉
公
人

一
〇
人
と
、
阿
月
東
西
組

・
相

ノ
浦
等

の
農
兵

お
よ
び
農
兵
艇
子

一
一
人
、
そ
の
他
雇
の
船
頭

・
艇
子
等
を
含
め
総
勢
九
三
人
で

　

㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⑳

あ
る
。
四
月
三
日
条
に
は
、
浦
家

の
備
立
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
陪
臣
と
奉
公

人
の
五
二
人
が
そ
れ
を
構
成
し
て
お
り
、
農
兵
以
下
は
そ
の
人
数
に
含
ま
れ
て
い

な
い
。
こ
の
出
張
に
お
い
て
、
浦
家

の
備
を
構
成
し
た
、
す
な
わ
ち
戦
闘
員
お
よ

び
そ
の
補
助
員
と
し
て
召
し
連
れ
ら
れ
た
の
は
、
陪
臣
と
奉
公
人
に
限
定
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
農
兵
は
、
百
姓
か
ら
水
陸
夫
役
を
徴
発
す
る
代
わ
り
と
し
て
、
胴
子

や
小
荷
駄
の
運
搬
等
に
使
役
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
人
数
の
う
ち
、
小
な
く
と
も
七
人
の
農
兵
は
、
京
都
ま
で
出
張
し
た
こ
と

　
　
　
　
　

⑳

が
確
認
で
き
る
。
五
月
四
目
条
に
は
、
そ
の
う
ち
の
彦
右
衛
門
に
つ
い
て
、　

「心

得
宜
由

二
付
、
廉
有
節
帯
刀
差
免
」
と

の
詮
議
物

の
窺
わ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ

る
。
彦
右
衛
門
は
、

こ
れ
に
よ
り
制
限
付

の
帯
刀
特
権
を
得
る
の
だ
が
、
こ
れ
は

農
兵
に
対
す
る
賞
美
が
、
百
姓
身
分
に
対
す
る
特
権

の
付
与
と
し
て
行
わ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
久
期

の
農
兵
は
、
名
実
共
に
百
姓
身
分
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
浦
家
備

の
な
か
で
も
、
戦
闘
員
あ
る
い
は
そ

の
補
助
員
と
し
て
の
扱

い
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
次
に
浦
家
が
動
員
さ

れ

た

の
は
、

元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
七
月
、
前
年
の

八

・
一
八
政
変
に
よ
る
失
地
回
復

の
た
め
計
画
さ
れ
た
、
萩
藩
世
子
毛
利
定
広
進

発
上
京

へ
の
、
嫡
子
滋
之
助
の
御
供
で
あ
る
。
六
月
四
B
か
ら
六
日
に
か
け
て
、

こ
の
進
発
を
睨
ん
だ
教
練
が
繁
枝
原
で
挙
行
さ
れ
た
が
、
滋
之
助
は
浦
家

の
陪
臣

等
か
ら
な
る

一
手
の
備
を
率
い
て
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。
六
月
六
臼
条
に
は
、

こ
の
滋
之
助
備
の
備
付
と
着
到
状
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
そ
れ
ら
を
見

て
み
よ
う
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
備
付
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
、
備
人
数
の
各
階
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窓史

層
毎
の
内
訳
と
総
人
数
で
あ
る
。

　
　
　

〈
備
付
略
〉

　
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
士
　
　
　
　
弐
拾

八
人

　
　
　
　
　
　
　
　

一
己
　
　
　
拾

弐

人

　
　
　
　
　
　
　
　
足
軽
中
間

拾

六

人

　
　
　
　
　
　
　
　
農
兵
　
　
　
弐
拾

四
人

　
　
　
　
　
　
　
〆
八
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夫
役
十
七
人
　
阿
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
三
拾
人
　
嘉
万

　
　
　
　
　
　
　
　
都
合
百
廿
七
人

　
備
付
か
ら
こ
れ
ら
人
数
の
配
置
を
概
観
す
る
と
、
大
番
通
り
以
上
の
士
分
と
そ

れ
に
準
じ
る

一
己
通
り
は
、
陣
場
奉
行

・
旗
奉
行
や
斥
候
な
ど
の
役
付
の
ほ
か
、

馬
廻
り
や
銃
隊
に
編
成
さ
れ
、
足
軽
中
間
の
奉
公
人
は
、
陪
臣
の
鎗
持
や
諸
役
人

の
手
付
を
勤
め
る
。
う
ち
小
荷
駄
奉
行

の
槍
持
は
、
前
出
の
嘉
万
村
給
領
農
兵
刀

祢
豊
三
郎
が
勤
め
て
お
り
、
こ
れ
は
奉
公
人
の
待
遇
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
他

の
農
兵
は
、
運
搬
に
力
仕
事
の
必
要
な
砲
隊
と
小
荷
駄
警
衛
に
配
さ
れ
て

お
り
、
下
級
の
戦
闘
員
と
し
て
備
の
な
か
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
れ
に
対
し
夫
役
人
数
は
、
小
荷
駄
備

を
中
心
に
、
松
明

・
火
縄

・
蓑
等
の
入

っ

た
長
持
の
類
や
、
台
所
道
具
等
諸
道
具

の
運
搬
に
充
て
ら
れ

て

い
る
。

こ
こ
か

ら
、
こ
の
浦
家
の
滋
之
助
備
は
、
士

・
一
己

・
足
軽
中
間

・
農
兵
の
八
〇
人
を
戦

闘
員
お
よ
び
戦
闘
補
助
員
と
し
、
小
荷
駄
要
員
と
し
て
阿
月

・
嘉
万
村
給
領
か
ら

徴
発
さ
れ
た
四
七
人
の
夫
役
人
数
を
含

ん
で
、
総
人
数

一
二
七
人
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
次
に
こ
の
備
を
、
着
到
状
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
着
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浦
　
　
滋

之

助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
者
四
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間
四
拾
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
　
弐
　
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
戦
砲
　
　
弐
　
　
挺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
銃
　
　
　
三
拾
弐
挺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
槍
　
　
　
　
七
　
　
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊧

　
着
到
状
に
は
、
滋
之
助
が
召
し
連
れ
た
軍
役
相
当
の
従
者

・
奉
公
人
数
と
、
馬

お
よ
び
武
器
数
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
従
者
は
前
掲
備
付

の
士
と

一
己
を
、

中
間
は
足
軽
中
間
と
農
兵
を
併
せ
た
人
数
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
浦
家
で
は
、
こ
の

軍
役
動
員
に
際
し
て
、
農
兵
二
四
人
を
百
姓
身
分
と
し
て
で
は
な
く
、
奉
公
人
身

分
と
し
て
藩

へ
届
け
る
と
い
う
操
作
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、

こ
の
着
到
状
に
は
夫
役
人
数
が
記
載
さ
れ
な
い
。
こ
の
教
練
に
お
い
て
三
〇
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

石
以
上
の
諸
家

へ
は
、
兵
糧
も
ふ
く
め

「武
備

一
己
前
自
分
捌
」
が
命
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
浦
家
で
も
軍
役
人
数
の
外
に
、
給
領
か
ら
夫
役
を
徴
発
し
、
小
荷
駄
備

を
含
み
込
ん
だ

一
手
の
備
を
編
成
し
て
、
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
段
階
で
農
兵
は
、
陪
臣
、
奉
公
人

と
と

も

に
、
浦
家
備
に
お
け
る
戦
闘

員

・
戦
闘
補
助
員
と
な

っ
て
い
る
。
農
兵
は
、
藩
に
対
す
る
届
の
上
か
ら
も
、
備

内
部
で
の
勤
め
に
お
い
て
も
奉
公
人
に
準
じ
て
お
り
、
百
姓
夫
役
の
延
長
に
過
ぎ

な
か

っ
た
文
久

二
年
の
京
摂
出
張
時
と
は
異
な

っ
た
位
置
付
け
が
、
備
内
部
に
与

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
滋
之
助
の
進
発
上
京
御
供
下
命
に
と
も
な
い
、
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幕末期萩藩における給領取立農兵

浦
家
で
は
、
当
役
と
し
て
山
口
警
衛
の
任

を
負
う
靱
負
と
滋
之
助
の
双
方
に
備
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

編
成
す
る
必
要
が
生
じ
、
備
人
数
の
確
保
が
問
題
と
な

っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
浦
家
は
、
軍
役
を
勤
め
る
に
相
応
し
い
年
格
好
の
奉
公
人
の
不
足

を
、
給
領
取
立
農
兵
に
よ

っ
て
代
替
し

た

の
で
あ

る
。

同
時
に
今
回
の
動
員
で

は
、
軍
役
人
数
と
は
別
に
、
多
く
の
夫
役
人
数
が
小
荷
駄
要
員
と
し
て
給
領
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

徴
発
さ
れ
、
従
軍
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
慶
応
期
の
夫
役
人
数
と
の
関
連
で
、

夫
役

の
総
人
数
に
占
め
る
割
合
が
、
三
七
%
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
さ
て
、
世
子
進
発
の
斥
候
備
指
揮
を
命

じ
ら
れ
た
滋
之
助
主
従
は
、
七
月

=

一

日
山
口
を
発
し
、

一
九
日
兵
庫
に
着
く
。
そ
こ
で
禁
門
の
変
の
敗
報
を
受
け
、
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
日
夕
刻
兵
庫
を
出
船
、

二
八
日
三
田
尻
に
帰
着
す
る
。
こ
の
敗
報
が
伝
わ
る

と
、
追
手
の
襲
来
に
備
え
、
上
関
宰
判
代
官
内
藤
左
兵
衛
よ
り
、
浦
家
知
行
所

へ

御
手
当
向
用
心
が
申
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
代
官
か
ら
の
下
知
に
よ
っ
て
、
秋
良
佳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

之
助
以
下
、
士
分

・
農
兵
混
合

の
三
四
、

五
人
が
出
張
す
る
。
浦
家

へ
は
、
前
文

久
三
年
夏
、
上
関

・
大
島
郡
辺
警
衛
が
命

じ
ら
れ
た
際
、
上
関

・
大
島
郡
惣
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

毛
利
隠
岐
の
指
揮
を
受
け
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
お
り
、
動
員
に
際
し
て
通
常
は
こ

の
惣
奉
行
か
ら
浦
家

へ
と
命
令
伝
達
が
行

わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
、

二
五
〇
石
以
下
大
組

(馬
廻
)
士
か
ら
任
用
さ
れ
る
代
官
が
、
高
禄
家
臣
家
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
動
員
を
指
令
し
た
の
で
あ
る
。
以
降
浦
家
と
そ
の
給
領
は
、
征
長
軍
の
進
入
に

備
え
る
軍
事
的
緊
張

の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

②

慶
　
応

期

元
治
元
年
秋
以
降
、
恭
順
を
掲
げ
る
政
府
と
諸
隊
と
の
対
立
が
激
化
し
、
翌
年

(
一
八
六
五
)
正
月
に
は
、
諸
隊
の
軍
事

ク
ー
デ
タ
ー
に
よ

っ
て
、
終
に
武
力
衝

突
に
発
展
す
る
。
こ
の
内
証
を
経
て
、
萩
藩
は
武
備
恭
順
と
い
う
政
治
路
線
を
選

択
、
挙
藩

一
致
し
て
防
長
二
国
防
衛
の
た
め
の
軍
事
体
制
確
立
を
目
指
す
こ
と
と

　

　

な
る
。
そ
の
た
め
軍
制
に
も
大
幅
な
改
編
が
加

え

ら
れ

た
。

こ
の
改
革

の
過
程

で
、
閏
五
月
山
口
軍
政
方
に
よ
り
、
家
臣
団
各
家
毎
の
陪
臣

・
奉
公
人
等

の
姓
名

や
、
装
備
等
が
調
査
さ
れ
る
。
こ
の
時
浦
家
が
提
出
し
た
器
械

・
人
数
付
に
は
、

大
番
通
り
以
上
九

一
人
、

一
己
通
り
四
八
人
、
奉
公
人
三
〇
人
、
平
育
者
三
四
人

　
　
　
　
　

　

都
合
二
〇
三
人

の
外
に
、
小
隊
入
数
阿
月
分
と
し
て
、

二
八
人
の
名
前
が
書
き
上

　
　
　
　
　

　

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
八
人
は
、
閏
五
月
十
三
日
条
の

「
農
兵
致
替
石
割

ニ
メ

阿
月
十
八
人
、

相
之
浦
三
蒲

(以
下
空
欄
)」

の
記
事
か
ら
、

阿
月

の
農
兵
数
と

判
明
す
る
。

こ
れ
に
関

連

し

て
、

五
月
二
四
日
条
は
以
下
の
記
事
を
載
せ
て
い

る
。

　
　

〈前
略
〉
農
兵
是
迄

ハ
百
五
六
拾
人
も
有
之
、
真
之
虚
飾
実
用
に
不
相
叶
、

　
　
右

二
付
此
度
撰
精
い
た
し
、
阿
月
相
之
浦
三
蒲

二
而
五
拾
五
人

二
相
定
、
規

　
　
則
書
等
穿
今
日

一
同
相
窺
候
、
農
兵
者
小
隊
丈
相
調
候
様
、
十
右
衛
門
致
心

　
　
配
候
、
農
兵
役
中
帯
刀
差
免
候
事

　
慶
応
元
年
五
月
、
浦
家
の
農
兵
数
は

一
五
〇
人
以
上

に
及

ん

で

い
た
の
で
あ

り
、
浦
家
で
は
こ
れ
を
五
五
人
に
ま
で
削
減
す
る
こ
と
に
決
め
、
石
割
で
人
数
調

整
を
行

い
、
そ
の
う
ち
二
八
人
が
阿
月
、
他
の
二
七
人
は
相
浦
と
三
蒲
村

へ
割
り

当

て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
段
階
で
、
浦
家
は
農
兵
規
則
書
を
制
定

し
、
そ
れ
ま
で
の
役
中

一
刀
免
許
を
、
帯
刀
免
許
に
改
め
て
い
る
。
こ
こ
に
、
精

選
さ
れ
た
農
兵
の
地
位
の
上
昇
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
し
か
し
阿
月
農
兵

二
八
人

の
う
ち
、
苗
字
が
記
載
さ
れ
る
の
は
吉
本
嘉
吉

一
人
だ
け
で
あ
り
、
帯
刀

は
武
士
身
分

へ
の
編
入
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
山
口
軍
政
方
は
、
前
述
人
数
付
の
提
出
を
受
け
、
浦
家
軍
役
を
以
下
の
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窓史

よ
う
に
指
令
し
た
。

　
　
　
　
　
覚

　
　

一
銃
隊
三
小
隊

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　

一
小
隊
三
拾
弐
人

　
　
　
　
　
　
士
分
持
筒
装
条
銃

　
　
　

一
小
隊
三
拾
弐
人

　
　
　
　
　
　
足
軽
中
間
之
間
持
筒
剣
銃

　
　
　

一
小
隊
三
拾
弐
人

　
　
　
　
　
　
農
兵
持
筒
同
断

　
　

一
士
官
拾
五
人

　
　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
小
隊
司
令
三
人

　
　
　
　
半
隊
同
　
三
人

　
　
　
　
饗
導
　
　
六
人

　
　
　
　
押
後
　
　
三
人

　
　
　
　
　
　
以
上

　

こ
の
軍
役
改
正
に
よ

っ
て
萩
藩

の
家
臣
団
諸
家
軍
事
力
は
す
べ
て
が
銃
隊
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

れ
、
軍
役
人
数
は
銃
卒

の
み
と
さ
れ
て
、
軍
容
も

一
変
す
る
。
浦
家

へ
は
士
分
、

足
軽
中
間
、
農
兵
の
三
つ
の
階
層
か
ら
、
各
々

一
小
隊
三
二
人
で
編
成
さ
れ
る
三

小
隊
と
そ
の
装
備
、
そ
し
て
士
官

一
五
人
の
計

=

一
人
が
指
示
さ
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

期

の
一
〇
〇
〇
石
以
上
諸
家
は
、

一
〇
〇
石
に
付

二
人
役
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三

七
一二

石
余
の
浦
家
の
軍
役
人
数
は
七
四
人
余
と
な
る
。
こ
れ
は
、
士
分
と
足
軽

中
間
の
二
小
隊
お
よ
び
士
官

の
人
数
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。

こ
こ
か
ら
筆
者
は
、
士

分
と
足
軽
申
間
の
二
小
隊
お
よ
び
士
官
人
数
が
、

浦
家

か
ら
扶
持
を
受
け
る
陪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

臣

・
奉
公
人
に
よ

っ
て
賄
わ
れ
る
べ
き
軍
役
人
数
で
あ
り
、
農
兵

一
小
隊
は
、
そ

れ
と
は
別
個
に
、
百
姓
身
分
の
な
か
に
見
出
さ
れ
た
新
し
い
兵
力
が
、
浦
家
備
の

な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
前
年
進
発
上
京
御
供
の
軍

役
動
員
に
際
し
て
浦
家
が
行

っ
た
、
農
兵
を
奉
公
人
に
身
分
変
更
し
て
軍
役
人
数

に
加
え
る
と
い
う
操
作
が
否
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
給
領
取
立
農
兵

を
、
軍
役
人
数
と
は
別
個

の
銃
卒
要
員
と
し
て
給
主
家
の
軍
事
力
に
編
入
し
、
そ

の
装
備
を
自
弁
さ
せ
て
、
家
臣
団
諸
家
軍
事
力

の
一
部
と
し
て
動
員
し
ょ
う
と
す

る
藩
権
力
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
は

一
方
で
、
慶
応
初
年

の
藩
権
力
は
、
給
領
取
立
農
兵
を
そ
の
給
主
家
と
切
り
離
し
て
動
員
す
る
こ
と
が

出
来
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
し
か
し
浦
家
農
兵
に
は
、
藩
の
農
丘
ハ訓
練
規
定
に
準
じ
た
定
期
訓
練
が
浦
家
に

よ

っ
て
行
わ
れ
る
ほ
か
、
慶
応
元
年

=

月
、　
「
上
関
宰
判
其
外
近
郷
之
士
農
調

練
」
の
た
め
萩
よ
り
教
授
が
派
遣
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
銃
隊
稽
古
に
浦
家

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

も
銃
隊
二
隊
が
農
兵
込
で
差
し
出
さ
れ
て

い
る
。　
ま

た
、

藩
よ
り
目
付

・
軍
政

方

・
歩
兵
教
授
方
が
都
濃
郡

∴
熊
毛

・
上
関

・
大
島
郡
住
宅
の

一
〇
〇
〇
石
以
上

諸
家
を
巡
回
し
て
銃
隊

・
砲
隊
を
見
分
し
た
際
に
は
、　

「農
兵
等
撰
ミ
見
分
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

被
仰
付
」
る
こ
と
が
通
達
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
藩

の
指
導
す
る
統

一
的
軍
制
の
下

に
、
家
臣
団
諸
家
軍
事
力
の
再
編
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た

近
隣
諸
家
や
代
官
所
管
轄

の
郷
勇
隊
、
第

二
奇
兵
隊
等
と
の
間
で
合
同
訓
練
や
狩

も
催
さ
れ
て
お
り
、
蔵
入

・
給
領
を
越
え
た
地
域
的
ま
と
ま
り
の
な
か
で
、
幕
末

期
長
州
藩
に
特
徴
的
な
種
々
の
軍
事
力
が
、

一
つ
の
方
面
軍
を
形
成
し
て
い
る
様

子
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

こ
の
浦
家
農
丘
ハは
、
翌
慶
応
二
年

(
一
八
六
六
)
の
四
境
戦
争
に
お
い
て
、
大

276



幕末期萩藩における給領取立農兵

島
戦
に
動
員
さ
れ
る
。
そ
こ
で
農
兵
は
、

そ
れ
ま
で
の
砲
隊
に
加
え
、
陪
臣

・
奉

公
人
と
と
も
に
銃
隊
に
も
編
入
さ
れ
て
お
り
、
浦
家
銃
隊
内
で
は
、
小
隊
構
成
員

の
、
銃
卒
と
し
て
の
均
質
化
が
進
行
し
た
と
考

え
ら

れ

る
。

こ
の
四
境
戦
争
以

後
、
農
兵
に
も
総
て
苗
字
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
の

一
つ
の
現
れ

で
あ
ろ
う
。

ま

た
、　
こ

の
戦
争
で
は
、

農
兵
の
う
ち
松
本
喜
三
郎

・
繁
富
床
之

助

・
田
中
清
之
助
の
三
入
が

「勇
壮
心
得
方
宜
分
」
と
し
て
、
各
銀

一
枚
を
下
賜

　
　

ゆ

さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
農
兵

へ
の
賞
美
が
、
文
久
期
に
見
た
よ
う
な
、
身
分
的
特

権
の
付
与
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
。

　
次
の
動
員
は
、
慶
応
四
年
正
月
二
二
日
か
ら
閏
四
月

一
〇
日
ま
で
の
約
四
ケ
月

間
の
小
倉
番
兵
で
あ
る
。
こ
の
間
の
出
張
人
数
は
六
二
人
、
こ
こ
に
は
役
人

一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
と
軍
夫
五
人
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
小
荷
駄
等
の
運
搬
に
あ
た
る
軍
夫
数
は
、

元
治
元
年

の
動
員
に
比
べ
て
大
幅
に
減
少

し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
出
張
人
数
中
に

は
、
農
兵
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
国
行
理
太
郎

・
藤
本
豊
蔵
ら
の
名
前
が
見

え
る
が
、
前
回
大
島
戦
と
同
様
、
出
張
者
全
員
に
苗
字
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
出

張
人
名
簿
か
ら
陪
臣

・
奉
公
人

・
農
兵

の
別
を
す
ぐ
に
は
判
断
出
来
な
く
な

っ
て

い
る
。
勿
論
こ
の
名
簿

の
筆
順
は
、
身
分

・
階
層
や
軍
事
技
術
の
習
熟
度
等
に
基

づ
く
浦
家
銃
隊
内
で
の
序
列
に
対
応
し
て
お
り
、
戦
闘
員
と
し
て
の
均
質
化
が
各

身
分

・
階
層
間
の
序
列
を
解
消
す
る
方
向

に
働
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
軍
役
を
勤
め
る
士
と
、
そ
の
補
助
員
と
し
て
の
奉
公
人
、
そ
し
て
百
姓
の
陣

夫
役
と
い
う
、
身
分
と
役
に
規
定

さ
れ

た
封
建
的
軍
事
力
内
部
で
の
分
業
体
制

は
、
軍
事
力
の
洋
式
銃
隊
化
と
そ
こ
に
配
備
さ
れ
る
銃
卒
と
し
て
の
兵
員
確
保

の

要
請
か
ら
、
慶
応
軍
制
改
革
と
実
戦

へ
の
動
員
の
過
程
で
、
大
き
な
変
容
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

む

す

び

　
幕
末
、
対
外
的
危
機
意
識
の
高
ま
り
は
、
近
世
の
身
分
制
に
依
拠
し
た
軍
役
体

系
の
な
か
で
は
非
戦
闘
員
で
あ

っ
た
百
姓
身
分
の
な
か
に
、
農
兵
と
い
う
そ
れ
ま

で
と
は
異
質
な
兵
力
を
見
出
し
た
。
本
稿
で
見
た
浦
家

の
事
例
を
整
理
し
て
お
く

と
、
浦
家
は
、
ま
ず
異
国
船
来
航
に
備
え
る
郷
土
防
衛
の
た
め
に
農
兵
を
組
織
す

る
。
し
か
し
、
当
初
の
動
員
で
は
百
姓
夫
役
と
し
て
の
陣
夫
役
と
、
労
役
の
内
容

に
大
差
は
な
い
。
萩
藩
世
子
の
進
発
上
京
が
具
体
化
す
る
文
久
三
年

一
〇
月
以
降

に
な
る
と
、
浦
家
は
こ
れ
を
そ
の
軍
事
力
に
お
け
る
戦
闘
員
の
一
部
と
し
て
動
員

す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
う
ち
元
治
期
ま
で
は
、
農
兵
を
奉
公
人
に
身
分
変
更
し
、

近
世
の
軍
役
体
系

の
な
か
で
動
員
し
よ
う
と
し
た
時
期
と
い
え
よ
う
。
慶
応
期
に

な
る
と
、
藩

の
洋
式
銃
隊
化
政
策
が
家
臣
団
諸
家
に
ま
で
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
封
建
的
軍
事
力
内
部
の
身
分
制
に
規
定
さ
れ
た
分
業
体
制
の
一
部
が
解
除
さ

れ
、
農
兵
は
、
百
姓
身
分
の
ま
ま
で
陪
臣
や
奉
公
人
と
同
様
の
戦
闘
員
i

銃
卒

と
し
て
銃
隊
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
戦
闘
員
と
し
て
の
動
員
が
、
農

兵
に
戦
闘
者
と
し
て
の
身
分
的
特
権
ー

苗
字
帯
刀
を
付
帯
さ
せ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
長
州
藩
に
お
い
て
封
建
的
軍
事
力
が
変
容
し
て
い
く
過
程

の
一
つ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
今
後
は
、
藩
の
直
轄
軍
事
力
も
含
め
て
、

封
建
的
軍
事
力
さ
ら
に
は
そ
れ
を
規
定
す
る
身
分
制
そ
の
も
の
が
解
体
さ
れ
て
い

く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
他
給
領
や
蔵
人
地
、
各
支
藩
等
に
お
け
る
動
員

の
事
例
を
蓄
積
し
、
そ
れ
を
藩
の
軍
制
政
策
と
長
州
藩
軍
事
力
の
総
体

の
中
に
位

置
付
け
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
家
臣
団

諸
家
軍
事
力
が
内
包
す
る
夫
役
人
数
の
減
少
等
、
幕
末
に
お
け
る
動
員
体
制
の
変
　

卿



窓史

化
を
、
そ
れ
を
規
定
し
て
い
た
近
世
長
州
藩
の
動
員
体
制
、
さ
ら
に
は
領
主
制

・

主
従
制
等

の
問
題
も
含
め
て
、
具
体
的

に
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な

っ
た
と
思
う
。

こ
れ
は
、
家
臣
団
諸
家
軍
事
力
ば
か
り
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る

諸
隊
軍
事
力

の
、
藩
権
力
に
対
す
る
自
立
性

・
自
律
性
を
議
論
に
す
る
際
に
も
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑲

要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
長
州
藩
諸
隊
の
研
究
は
、
長
州
藩
に
お
け
る
近
世

身
分
制
に
依
拠
し
た
封
建
的
軍
事
力
の
変
質

・
解
体
過
程
と
、
そ
こ
か
ら
摸
索
さ

れ
る
新
し
い
軍
事
力
創
出
の
過
程
と
し

て
、
再
構
築
が
必
要
な
時
期
に
来
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注①

筆
者
は
、
長
州
藩

を
本
藩
と
四
支
藩

の
総
称
と
し
て
用

い
、
本
藩

に
は
萩
藩

の
呼
称

　
を
当

て
て
、
こ
れ
を
区
別
し
て

い
る
。

②

奇
兵
隊
研
究

に

つ
い
て
は
、
田
中
彰
氏

「
奇
兵
隊
研
究
と
明
治
維
新
」
(
『
長
州
藩

と

　
明
治
維
新
』
吉
川
弘
文
館

、

一
九
九
八
年
)

に
、
詳
細
な
整
理
が
あ
る
。

③

三
宅
紹
宣
氏
は
、

「
幕
末
期
萩
市
勇
隊

の
結
成
と
展
開
」
(
『
山

口
県

地
方
史
研
究
』

　
第

四
七
号
、

一
九

八
二
年
)
で
、
奇
兵
隊

に
偏
在
し
た
諸
隊
研
究

の
現
状

を
批
判
し
、

　
萩

の
町
民
を
組
織
し
た
市
勇
隊
を
萩
町
人
層
と

の
関
係

か
ら
取
り
上
げ

て
い
る
。

こ
の

　

ほ
か
、
奇
兵
隊
以
外

の
軍
事
力
を
扱

っ
た
研
究
と
し
て
、
軍
制
改
革

の
過
程

か
ら
家
臣

　
団
軍
事
力
や
農

町
兵

を
取

り
上
げ

た
小
川
亜
弥
子
属
の

『
幕
末
期
長
州
藩
洋
学
史

の
研

　
究
』
　
(
思
文
閣
出
版

、

一
九
九
八
年
)
や
、
岸
本
覚
氏

「長
州
藩
元
治
内
乱

に
お
け
る

　
鎮
静
会
議
員
と
干
城

隊
」

(
『
人
文
学
報
』
七
三
、

一
九
九

四
年
)
、
土
屋
貞
夫
氏

「
幕

　
宋
期
長
州
藩

の
農

兵
に

つ
い
て
」
　
(
『
山

口
県
地
方
史
研
究
』
第

八

一
号

、

一
九
九
九

　
年
)
等
が
あ
る
。

④

「
幕
末

の
軍
制
改
革
と
兵
賦
徴
発
」

(
『
歴
史
評
論
』

四
九

九

、

一
九

九

一
年
)
、

　

「
幕
府
軍
制
改
革

の
展
開
と
挫
折
」
　
(
宮

地
正
人
氏
ほ
か
編

『
艮
本
近
現
史

1
維
新
変

　
革
と
近
代
日
本
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
)
、　

「
慶
応
軍
役
令
と
歩

卒

徴

発
し
(『
歴

　
史
評
論
』
五
九
三
、

一
九
九
九
年
)
等
。

⑤

小
川
亜
弥

子
氏

は
、
慶
応
軍
制
改
革

に
お
け

る
家
臣
団
の
銃
隊
化
を
、

「封
建
制
下

　

の
軍
隊
の
実
質
的
解
体
」
と
評
価
す
る

(
同
域
前
掲
書

一
八
二
頁
)
が
、
実
質
的
解
体

　

の
内
容
が
具
体

的
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

78

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

ζ2

⑥

寄
組

は

一
門

・
永
代
家
老

に
次

ぐ
家
格

で
、
幕

末
期

に
は
六
二
家
、
内

六

一
〇
〇
石

　
余

か
ら
三
〇
〇
〇

石
以
上
が

一
一
家

、

一
〇
〇
〇

石
以
上
が

二
八
家
あ

る
。

こ
れ
ら
諸

　

家
は
、
馬
廻
組

を
統
轄
す

る
大
組
頭

や
藩
主
に
近
侍

し
手
廻
組
を
統
轄
す

る
手
廻
頭
等

　

の
役
職

に
就

き
、
功
績

に
よ
り
老
中

に
任
じ
ら
れ
家
老

に
列
す
る
。

⑦

三
七

二

一
.
四
三

二
石
。
内
知
行
所
は
、
熊
毛
郡
上
関
宰
判
伊
保
庄

に

一
四
四

一
.

　

二
八
八
石
、
同
上
関

に

一
一
五
.
七

=

石
、

美

祢

郡

嘉

万

村

に
四
五
三
.

一
八
二

　

石
、
大
島
郡

三
蒲
村

に
二
九

一
.
二
五

一
石

(
石
川
卓
美
氏

『
防

長
歴
史
用
語
辞

典
』

　

四
三
六
頁
、

マ
ツ
ノ
書
店
、

一
九
八
六
年
)
が
あ
り
、
総

て
相
給

で
あ

る
。

⑧

近
世
期

の
軍
事
力
編
成
に

つ
い
て
は
、
高
木
昭
作
氏

『
日
本
近
世
国
家
史

の
研
究
』

　

(
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
)
、
笠
谷
和
比
古

氏

『
近
世
武
家
社
会

の
政
治
構
造
』
(
吉

　
川
弘
文
館

、

一
九
九
三
年
)
等

の
研
究
が
あ
る
。

⑨

『
日
本

の
社
会
史
』
第
四
巻

、
岩
波
書
店
、

一
九

八
六
年
。

⑩

毛
利
家
文
庫
七

一
藩
臣
日
記

二

「
浦
日
記
」
、

山

口
県
文
書
館
蔵
。

以
下
年

月
日
条

　
と

の
み
記
載
す

る
の
は
、
こ
の

「
浦
日
記
」

よ
り
の
引

用
で
あ
る
。

⑪

『
周
布
政
之
助
伝
』
上
、
三
〇
〇
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
七
年
。

⑫

文
久
三
年

=

月

二
七
日
条
。

⑬

同

二

月
二
五
日
条
。

⑭

同

=

月
二
七
日
条
。

⑮

「幕
末
維
新
期
に
お
け
る
豪
農
層
の
動
向
-

長
州
藩
地
域
を
中
心
に
し
て
i

」

　

(
藪

田
貫
氏
編

『
民
衆
運
動
史
3
社
会
と
秩
序
』
青
木
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
)
。

⑯

勿
論

こ
れ
は
、
萩
藩

に
お
け
る
給
人
領
主
の
領

主
権

・
知

行
権

・
主
従
制
等

の
問
題

　

と
し
て
、
今

後
さ
ら
に
検
討
が
必
要

で
あ

る
。

⑰

こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
宮
地
正
人
氏

『
幕
末
維
新
期

の
社
会

的

政

治

史

研

究
』

　

(
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
)
が
あ

る
。

⑱

『
修
訂
防
長
回
天
史
』

四
、
四
〇

九
頁

(
マ
ツ
ノ
書
店
復
刻
版

、

一
九
九

一
年
)
。

　

「浦

日
記
」
は
、
毛
利
豊
之
進
内
上

田
従
平
よ
り
の
六
月

一
二

日
の
廻
達
と
し

て
、
六

　

月
二
三
日
条
に
こ
れ
を
載

せ
る
。

⑲

文
久
三
年
七
月

=

百

条
。

⑳

こ
の
兵

の
観
念
に

つ
い
て
は
、
高

木
氏
前
掲
書
、
根
岸
茂
夫
氏

『
近
世
武
家
社
会

の

　

政
治
構
造
』
　
(
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
)
等

の
研
究
が
あ

る
。



幕末期萩藩における給領取立農兵

⑳

同
七
月
二
九

日
条
。

㊧

浦
家
陪
臣

の
階
層
構
成

は
今
後

の
検
討
課
題

で
あ
る
が
、
現
段
階

に
お

い
て
は
、
中

　

臣
通

り

・
大
番
通
り
が
士
分
、
　
一
己
通

り
は
士

に
準
じ
る

一
代

抱

え
、

そ
の
下
に
中

　
間

・
小
者
と
呼
ぼ

れ
る
奉
公
人
が

い
た
と
考
え

て
い
る
。

⑱

　
文
久

二
年
四
月
二
日
、
三
日
、
六
日
条
。

⑳

　
備
立
i
ー

陣
押
と
そ

の
構

成
者

は
、
戦
闘
様
式
や
、
家
臣
団
軍
事
力
の
洋
式
銃
隊

へ

　

の
転
換
過
程
等
を
検
討
す

る
う
え
で
重
要

な
情
報
を
提
供

し
て
く
れ
る
が

、
そ
れ

に
つ

　

い
て
は
、
稿

を
改

め
て
検
討
す
る
。

㊧

　
文
久

二
年

五
月
四
日
条

の
国

へ
差

し
返
す
人
数
案

に
、

四

人

の
農

兵

の
名
前
が
見

　

え
、
ま
た
同
五
月
六
日
条

に
は
、
供
中
差
閾

の
た
め

の
若

干
の
下
賜
金
が
、
役
人

.
諸

　
士

・
一
己

・
中
間
と
と
も

に
農
兵
三
人
に
支
給
さ
れ
て
い
る
。

⑳

　
こ
の
教
練

で
は
、

一
〇
〇
石

に
付
二
人

の
人
張
が
達

せ
ら
れ

て
お
り

(
子

五
月

「
教

　
練
用
意
物
覚
」
、
元
治
元
年

六
月
朔
日
条
)
、
三
七
二

一
石
余

の
浦
家

の
軍
役
人
数

は
七

　

四
人
余

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
陪
臣

・
奉
公
人
を
合
わ
せ
て
そ
れ
を
上
回
る
八
〇
人
が

　
動
員
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
な
る
。

⑳

　
子

五
月

「
軍
勘
渡
之
事
」
、
同
六
月
朔
日
条
。

⑱

浦
家

で
は
、
前
年
九
月
、
嫡
子
滋
之
助

へ
京
都
進
発
御
供

の
内
示
を
受
け
た
後
、
靱

　

負
八
二
人
、
滋
之
助
九

二
人

の
備

立
を
定

め
て
お
り
、
そ

の
際
両
備

の
中
に
は
、
農
兵

　

一
五
人
、
水
陸
夫
役

二
五
人
宛
が
計
上
さ
れ
て
い
る

(
文
久

三
年

一
〇
月

一
八
日
条
)
。

　
繁
枝

原
教
練

の
備
付
は
、
こ
れ
を
基
に
、
そ
れ
を
上
回
る
農
兵

・
夫
役
人
数

を
組

み
込

　

ん
で
構
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑲

　

こ
の
高
禄
家
臣

に
対
す

る
萩
藩

の
動
員
体
制

に

つ
い
て
は
、
近
世
期
を
通

じ
た
動
員

　

の
在

り
方
と

の
関
連

で
検
討
が
必
要
で
あ

り
、
そ

こ
で
は
軍
役
人
数

の
内
容

や
、
国
役

　

と
し
て
の
陣
夫
役
と
、
給
領

か
ら
取
り
立
て
ら
れ

る
百
姓
夫
役

を
め
ぐ
る
評
価
が
重
要

　

な
論
点

に
な
る
と
考

え
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と

し
た

い
。

⑳

　
滋
之
助
上
坂
時

の
出
張
人
数

は
、
今

の
と

こ
ろ
不
明
だ
が
、
前
述
教
練

の
目
的
が
、

　
進

発
上
京
時

の
備
付
を
整

え
る
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と

か
ら
、
同
程
度

の
動
員
が

あ

っ
た

　

も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
元
治

元
年
七
月

二
八
臼
条
。

⑫

　
同
七
月
晦

日
条
。

⑳
　
文
久
三
年
七
月
六
日
条
。

⑭
　
萩
藩

で
は
、
文
久
改
革
以
降
家
臣

に
給
領

で
の
住
居
を
奨
励

し
、
高
禄
家
臣
諸
家

は

　

そ

の
ほ
と
ん
ど
が
居
宅
を
給
領

へ
移
し
て
お
り
、
藩
政
諸
機

関
や
諸
家
と

の
情
報
連
絡

　

網
が
十
分

に
整
備
さ
れ
な
い
状
態

で
、
禁

門
の
変
以
降

の
軍
事
的
緊
張
を
迎
え
る

こ
と

　

と
な
る
。
そ

の
た
め
、
行
政
組
織

・
軍
事
組
織
等
、
様

々
の
命
令
伝
達
経
路
が
錯
綜

し

　

た
状
況

を
生

じ
て
い
る
。

こ
の
命
令

伝
達
経
路

の
錯
綜

に
よ
る
支
配
関
係

の
変
化
等

に

　

つ
い
て
は
、
今
後

の
検
討
課
題

で
あ
る
。

⑳

　

こ
の
間
浦
家

で
は
、
五
月

二
八

日
靱
負

の
隠
居
が
認
め
ら
れ
、
滋
之
助
が
家
督
、
名

　

を
備
後
と
改
め
る
。

⑳

　
慶
応
元
年
閏
五
月

一
一
日
条
。

⑳
　

こ
こ
に
は
、
本
人

・
嫡
子
ぽ

か
り
で
な
く
、
そ

の
二

・
三
男

や
陪
臣

の
家
来
等
が
含

　

ま
れ
て
い
る
。

⑳
　
慶
応
元
年
閏
五
月

=

一
日
条
。

⑲

　
同
閏

五
月
晦
日
条

。

⑳

こ
の
慶
応
軍
制
改
革

に
お
け
る
家
臣
団
軍
事
力

の
再
編

に

つ
い
て
は
、
別
稿

を
準
備

　

中
で
あ

る
。

⑳

人
張

り
に
つ
い
て
は
、
同
年
七
月
藩

か
ら

の
軍
制
改
革

に
関

す

る
達

の
な
か
で
、

　

「
千
石
已
上
下
地
持
之
面

々
者
、
是
迄
之
通
百
石
弐
人
之
御
作
法
弥
無
相
違
」
き

こ
と

　

が
確
認
さ
れ

て
い
る

(
慶
応
元
年
七
月

一
一
目
条
)
。

⑫
　
慶
応
三
年

一
一
月
、
浦
家

は
公
借
預
石
分
を
差
し
引

い
た
三

一
四
九
石
余

の
う
ち
、

　

四

二
八
石

五
斗
に

つ
い
て
、　

「
知
行
高
之
内
、
石
貫
銀
御

加
増

石
前
書
之
通

二
て
、
下

　

地
難
渋
之
所
帯
」
を
理
由

に
、
軍
役

人
数

の
軽
減
を
願

い
出
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
藩

　

か
ら
は
、
石
貫
高
に
当

る
軍
役
七
人
が
免
除
さ
れ
、

二
三
七

一
石
余

に
当
る
軍
役
人
数

　

の
差

し
出

し
が
命

じ
ら
れ

て
い
る

(
=

一月

=
二
日
条
)
。

こ
こ
か
ら
、

慶
応
期

の
軍

　
役

人
数
も
、
石
高
を
基
準
と
し

て
賦
課

さ
れ

る
性
格

に
変
更

は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ

　

る
。

⑬

　
い
わ
ゆ

る
諸
隊
と
は
違

い
、
家
臣
団
諸
家

は
武
器

の
自

弁

が

原

則

で
あ
る

こ
と

か

　

ら
、
当
然

こ
の
農
兵

一
小
隊
分

の
装
備
と
諸
経
費
も
浦
家
の
負
担
と
な
る
。

⑭

　
慶
応
元
年

一
一
月

一
八
日
条
。

⑮

同

一
一
月

一
三
日
条
。

⑯

同

二
年

六
月

二
三
日
条
。

⑰

同
四
年
二
月
三

日
条
・
　

　

　

　

　

　

　

　

　

脚



窓史

⑱

　
　『
熊
毛
町
史
』　
(
熊
毛
町
史
編
纂

委
員
会
、

一
九
九
二
年
)
が
載

せ
る
粟
屋
帯
刀
家

　

(
四
九

一
五
石
余
)
の
阻
川
兵

の
事

例
で
は
、
浦
家
と
異

な
り
農
兵

へ
の
応
徴
者
が
な

　

か

っ
た
こ
と
か
ら
、
村
が
買
食
層

・
日
用
層

か
ら
農
兵
を
雇
用

し
て
い
る
。

こ
れ
は
吉

　

田
伸
之
氏
が

「
日
本
近
世

に
お
け
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
的
要
素
」
(
『
近
世
都
市
社
会

の
身

　
分
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
)

に
お

い
て
指
摘

し
た

「
日
本
型
傭
兵
」

　

に
該
当
す

る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
稿
で
見

た
浦
家

の
給
領

取
立
農
兵
も
、
阻
川
兵

や
藩

　

の
軍
役
不
足
分
金
納
化
政
策
に
よ

っ
て
大
量

に

一
括
雇
用
さ
れ
た
銃
卒
要
員

も
、
と
も

　

に

こ
の
期

の
軍
事
力
構
成

の
特
徴

の

一
部

を
示

し
た
も
の
で
あ

り
、

こ
れ
は
、
幕
末
期

　

に
見

出
さ
れ
た
新
し

い
兵
力

の
供
給
基
盤
が

、
多
様
な
地
域
社
会
状
況
に
規
定
さ
れ
た

　
多
様

な
階
層

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と

を
示
し
て

い
る
と

い
え
よ
う
。

⑲

　
諸
隊

の
自
立
性
を
め
ぐ

っ
て
、
井
上
勝
生
氏
と
青
山
忠

正
氏

の
間

に
見
解

の
相
違
が

　
あ

る
が
、

こ
れ
は
近
世

の
萩
藩
家
臣
団
諸
家
軍
事
力

の
藩
権
力

に
対
す
る
自

立
性

・
自

　
律
性

の
問
題

の
上

に
再
検
討
さ
れ
る
べ
き

で
あ

る
と
考

え
る
。
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(付
記
)　
本
稿
脱
稿
後
、
浦
家
農
兵
に
つ
い
て
言
及
し
た
岸
本
覚
馬
の

「秋
良
敦
之
助
と

　
海
防
ー
萩
藩
陪
臣
の
幕
末
i
」　
(佐
々
木
克
茂
編

『そ
れ
ぞ
れ
の
明
治
維
新
-
変
革
期

　
の
生
き
方
i
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
)
を
得
た
。


